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ピックアップ議会ピックアップ議会
　　◦路線バスの利用促進やスマート窓口整備ほか
　　　補正予算を可決しました�������������������� P.2

市政について問う！市政について問う！
　　◦14人の議員が一般質問を行いました� ������������ P.4〜7

委員会レポート委員会レポート
　　◦沼津市盛土等の規制に関する条例を建設水道委員会で審査しました�� P.9

市制100周年　お祝い給食

沼津市議会は令和5年9月で100周年を迎えます



　６月定例会では、エネルギー価格高騰への対策などに関する一般会計補正予算が
上程され、原案のとおり可決しました。
　ここでは、その主な内容についてお知らせします。

ピックアップピックアップ
議会議会

問�路線バス学生利用促進事業費補助
の内容は。

答本事業は、路線バスを持続可能な
ものにするための利用促進策とし
て、市内の小中学校及び高校等に
通学する児童生徒を対象に、路線
バス３社が市内の路線バスを自由
に乗車することができるフリーパ
スを販売することに伴い、定期券
及び現金売上額の減額相当分に対
し補助するものである。

問�スマート窓口の対象となる届出と
利用件数の見込みは。

答住民基本台帳に係る手続のうち転
入・転出・転居・出生・死亡の５
種類の届出を対象とする予定であ
り、年間約1万4,800件の利用を
見込んでいる。

令
和
五
年
度

令
和
五
年
度  

沼
津
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
回
）
に
お
け
る

沼
津
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
回
）
に
お
け
る

路
線
バ
ス
の
利
用
促
進
や
ス
マ
ー
ト
窓
口
整
備
ほ
か
補
正
予
算
を
可
決
し
ま
し
た

路
線
バ
ス
の
利
用
促
進
や
ス
マ
ー
ト
窓
口
整
備
ほ
か
補
正
予
算
を
可
決
し
ま
し
た

議第37号　令和5年度沼津市一般会計補正予算（第5回）
３億２,102万 2,000円

■路線バス学生利用促進事業	 3,075万円

■スマート窓口運用経費	 2,175万 4,000円

■防犯まちづくり事業	 1,080万円

一般会計予算決算委員会での主な質疑

一般会計予算決算委員会での主な質疑

　市民の交通手段となる路線バスを維
持するため、市内路線バス事業者３社
が実施する共通フリーパス販売事業に
対し補助するもの。

　現在、市民が手書きで記入している
住民異動届について、市役所１階市民
課において市民が「書かない窓口」で
ある「スマート窓口」のための機器や
システム導入に係る経費。

　引っ越しの際の住民異動届などの申請
書を手書きするのではなく、職員がタブ
レット端末を操作し、受け付けるもの。

　自治会が設置する防犯灯の電気代等の維持管理に係る経費の補助について、電
気代などのエネルギー価格高騰による自治会の負担増を踏まえ、自治会に防犯灯
１灯につき 600円を上乗せ補助するもの。

スマート窓口とは？

転出証明書から必要事項
を読み込み、入力に反映

インターネットで
事前申請

窓口で受付

タブレットにより
申請内容の確認、署名

【手続のイメージ】

3社共通
フリーパス

交付
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　第1回（6月）定例会は、６月９日から６月30日までの22日間にわたり開催しました。この定例会で
は、令和５年度補正予算議案等30件と議員提出議案１件を審議し、いずれも原案のとおり議決したほ
か、請願1件は採決の結果、不採択となりました。
　また、14人の議員によって一般質問が行われ、活発な議論が交わされました。（P.4～７）
　この定例会の主な内容を紹介します。

主な議案一覧
議　案　名 内　　　　容 議決結果

条　
例

議第 36号
沼津市土砂等による土地の埋立て等
の規制に関する条例の全部改正

■ 盛土等の規制に関する条例を全部改正します
静岡県盛土等の規制に関する条例の施行に伴い、適用範囲の整合を図るほか、盛
土等に関する規制内容を強化するため、条例の全部改正を行うものです。

可決

予　
算

議第 37号
令和５年度沼津市一般会計補正予算
（第５回）

■ 3 億 2,102 万 2,000 円を追加し、予算総額は 816 億 5,726 万 2,000 円とな
　ります
追加するものは、福祉臨時特別給付金支給事業費（償還金）1億 6,823 万 7,000
円、公共交通支援事業費 5,600 万円が主なもので、財源としては、それぞれの特
定財源のほか、一般財源として繰越金をもって充てるものです。このほか、債務
負担行為としてプラスチック製容器包装中間処理業務委託費を追加するものです。

可決

契　
約

議第 38号
工事請負契約の締結（市道 2698号
線道路築造工事）

■ 市道 2698 号線道路築造工事を行います
制限付き一般競争入札により 8億 7,780 万円で静岡市駿河区南町６番１号、名
工建設株式会社�静岡支店�執行役員支店長�橋本洋と工事請負契約を締結するもの
です。工事の内容としては、一本松地内において、車道の拡幅及び歩道の新設工
事を行うもので、完成期限は令和 7年 3月 11日です。

可決

議第 39号
工事請負契約の締結（沼津市民体育
館解体工事）

■ 沼津市民体育館解体工事を行います
制限付き一般競争入札により 1億 8,029 万円で沼津市下香貫汐入 2183 番地、
株式会社若林�代表取締役�若林はる美と工事請負契約を締結するものです。工事
の内容としては、高島本町地内において、沼津市民体育館の解体工事を行うもの
で、完成期限は令和 6年 9月 22日です。

可決

人　
事
認第 12号～認第 30号
農業委員会委員任命の同意

令和 5年 7月 19日をもって任期満了となる農業委員会委員について、大平在住
の鈴

す ず き た か お

木孝雄氏、柳沢在住の小
お の

野民
た み こ

子氏、鳥谷在住の佐
さ の

野良
りょういちろう

一郎氏、西浦木負在住
の相

あ い そ

磯猛
たけし

氏、内浦重須在住の水
みずぐち

口満
みつる

氏、根古屋在住の大
おおむら

村溫
あつのり

績氏、西熊堂在住
の武

た け い

井徳
のりよし

吉氏、西浦江梨在住の原
は ら だ

田佳
よしかず

和氏、岡一色在住の内
う ち だ

田茂
しげたか

隆氏、東椎路在
住の羽

は き り

切浩
ひろかず

和氏、獅子浜在住の川
かわぐち

口修
おさむ

氏、大平在住の原
はら

泰
やすかず

一氏、今沢在住の久
ひさまつ

松
一
か ず や

也氏、小諏訪在住の白
しらいわ

岩和
か ず こ

子氏、植田在住の秋
あきやま

山清
きよふさ

房氏、平沼在住の元
もとすぎ

杉照
てるひこ

彦氏、
井田在住の沖

おきしま

島房
ふさよし

義氏、岡一色在住の加
か と う

藤久
ひさよし

佳氏、大岡在住の杉
すぎもと

本俊
としあき

明氏の 19
人を任命するものです。

同意

☆このほかの議案については、沼津市議会のホームページを御覧ください。

会派別　賛否が分かれた議案一覧

議　案　名

議
決
結
果

志
政
会

沼
津
志
帥
会

市
民
ク
ラ
ブ

公
明
党

虹

の

会

日
本
共
産
党

沼
津
市
議
団

未
来
の
風

（7） （7） （5） （3） （2） （2） （2）

請
願 請願第1号 インボイス制度の実施延期を求める意見書を

政府に送付することを求める請願 不採択 × × × × ×ー 〇 〇

6 月定例会の主な内容�

〇＝賛成　×＝反対　ー＝退席　　※（　）内は所属議員数

沼津市議会 検索
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問
１※

ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
視

点
に
お
け
る
沼
津
ア
ル
プ
ス
ハ
イ
キ
ン
グ

コ
ー
ス
の
利
活
用
に
対
す
る
認
識
は
。

答
市
長
／
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ツ
ー
リ
ズ

ム
は
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
が
回
復
傾
向

に
あ
る
中
で
比
較
的
に
長
期
間
の
滞
在
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
新
た
な
観
光
コ

ン
テ
ン
ツ
と
し
て
期
待
し
て
い
る
。
今
後

は
、
沼
津
ア
ル
プ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
本

市
が
誇
る
観
光
資
源
を
活
用
し
た
ア
ド
ベ

ン
チ
ャ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
市
内

旅
行
会
社
や
観
光
事
業
者
等
と
連
携
し
、

観
光
商
品
の
開
発
や
外
国
人
受
入
体
制
の

整
備
を
進
め
る
な
ど
、
さ
ら
な
る
観
光
振

問
３※

Ｘ
ー
Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ　
Ｎ
Ｕ
Ｍ
Ａ
Ｚ
Ｕ
に

つ
い
て
、①４※
電
子
市
役
所
の
取
組
内
容
は
。

②
産
学
官
連
携
に
対
す
る
考
え
は
。

答
政
策
推
進
部
長
／
①
原
則
と
し
て
手

続
方
法
に
電
子
申
請
を
追
加
す
る
こ
と
と

し
、
令
和
四
年
度
末
で
全
手
続
の
約
四
十

四
％
を
電
子
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
キ
ャ

ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
つ
い
て
は
、
既
に
市

県
民
税
や
水
道
・
下
水
道
料
金
、
住
民
票

等
各
種
証
明
書
に
係
る
支
払
い
に
対
応
し

て
い
る
ほ
か
、
支
払
い
を
伴
う
申
請
に
つ

い
て
も
導
入
を
検
討
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

令
和
五
年
度
に
は
ス
マ
ー
ト
窓
口
の
導
入

を
予
定
し
て
お
り
、
電
子
市
役
所
の
実
現

興
を
図
っ
て
い
く
。

問
２※

雑
が
み
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
に
向
け
た

取
組
は
。

答
生
活
環
境
部
長
／
各
家
庭
で
雑
が
み

の
分
別
が
実
践
で
き
る
よ
う
、
ご
み
の
分

別
・
減
量
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
お
い
て
、
雑

が
み
の
判
別
方
法
や
簡
単
な
排
出
方
法
を

紹
介
し
て
い
る
ほ
か
、
清
掃
プ
ラ
ン
ト
の

施
設
見
学
や
ご
み
分
別
説
明
会
で
周
知
を

図
る
な
ど
、
様
々

な
機
会
を
捉
え
、

雑
が
み
リ
サ
イ
ク

ル
推
進
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

に
向
け
て
、
お
お
む
ね
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に

沿
っ
た
進
捗
が
図
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

②
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
市
内
の
企
業
や

教
育
機
関
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
方
々

の
参
画
に
よ
り
、
幅
広
い
分
野
で
取
組
が

進
む
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

協
議
会
の
活
動
支
援
を
行
う
Ｘ
ー
Ｔ
ｅ
ｃ

ｈ　
Ｎ
Ｕ
Ｍ
Ａ
Ｚ
Ｕ
サ
ポ
ー
タ
ー
制
度
を

創
設
し
た
ほ
か
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
へ
の

参
加
を
促
す
な
ど
、
よ
り
多
く
の
市
民
・

事
業
者
等
の
参
画
に
向
け
た
取
組
を
行
っ

て
い
る
。
今
後
も
協
議
会
に
お
い
て
議
論

し
、
推
進
体
制
の
強
化
及
び
人
材
育
成
を

図
っ
て
い
く
。 尾

藤
　
正
弘

村
木
　
　
豊

ＸーＴｅｃｈ　ＮＵＭＡＺＵの
取組内容は

沼津アルプスハイキングコースの
利活用に対する認識は

一
般
質
問

議員名 主な質問項目 掲載頁

尾藤　正弘 沼津アルプスハイキングコース、雑がみリサイクルの推進 ４

村木　　豊 電子市役所の取組、地区センターの飲食利用 ４

佐藤健一郎 準用河川氾濫による浸水災害リスク低減策 ５

大草　　満 子育て支援制度、地域防災対策 ５

梶　　泰久 火災ごみ、自己搬入、使用済み天ぷら油、ごみ集積場所 ５

渡部一二実 対話型生成ＡＩへの対応策、コード化点字ブロック利活用 ５

小澤　　隆 沼津駅周辺のデザイン、チャットGPT活用方法 ６

井原三千雄 土地利用と都市施設の見直し 6

小泉　宣子 本市における空き家対策、台風第２号による大雨被害 6

山下富美子 災害時の排水機場の管理運営体制、防災拠点庁舎の浸水課題 6

江本　浩二 新中間処理施設整備について ７

大場　豪文 原地区の水害対策とその対応 ７

川口　　慶 人口減少問題、結婚・出産・子育て支援、治水対策 7

髙橋　秀子 本市の平和教育、海岸の環境保全 ７

第
一
回
（
六
月
）
定
例
会
で
は
、
十
四
人
の

議
員
が
市
政
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

※議員名の下のＱＲコードを読み取ると、各議員の一般質問の録画映像が視聴できます。
※文面中の波線（ ）については、P.8 の用語解説を御覧ください。

全ての質問項目（通告一覧）はこちら

▲雑がみも貴重な資源

ぬまづ市議会だより��№ 241＊ 4



問
大
雨
等
に
よ
り
床
上
浸
水
被
害
が
頻

発
し
て
い
る
大
平
地
区
へ
の
対
策
は
。

答
建
設
部
長
／
大
平
地
区
で
は
、
こ
れ

ま
で
に
大
平
江
川
の
河
道
改
修
を
進
め
て

お
り
、
併
せ
て
流
域
治
水
を
推
進
す
る
施

策
と
し
て
、
沼
津
市
（
大
平
地
区
）
水
災

害
対
策
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
東

日
本
台
風
と
同
規
模
の
洪
水
に
対
し
、
床

上
浸
水
を
お
お
む
ね
解
消
す
る
こ
と
を
目

標
に
、
計
画
排
水
量
の
見
直
し
を
行
っ
た
。

ま
た
、
令
和
三
年
度
に
は
、
国
が
改
築
し

た
江
尻
樋
管
と
市
の
排
水
機
場
を
接
続
す

る
水
路
が
完
成
し
、
自
然
流
下
能
力
が
向

上
し
た
。
大
平
江
川
排
水
機
場
に
つ
い
て

問
自
治
会
等
で
管
理
す
る
ご
み
集
積
場

所
の
使
用
を
め
ぐ
る
、
自
治
会
未
加
入
者

等
と
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
に
向
け
た
本
市
の

取
組
は
。

答
生
活
環
境
部
長
／
ご
み
集
積
場
所
の

使
用
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
策
と
し

て
、
自
治
会
等
の
未
加
入
者
に
は
、
有
料

と
は
な
る
が
、
清
掃
プ
ラ
ン
ト
へ
の
自
己

搬
入
や
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
に
よ
る
回

収
を
案
内
す
る
ほ
か
、
集
積
場
所
の
維

持
・
管
理
に
か
か
る
費
用
負
担
な
ど
に
つ

い
て
、
集
積
場
所
の
管
理
者
と
話
し
合
う

よ
う
助
言
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
集

積
場
所
の
管
理
者
に
対
し
、
ト
ラ
ブ
ル
解

問
発
達
に
課
題
を
持
つ
子
供
の
支
援
体

制
の
現
状
と
今
後
の
取
組
は
。

答
福
祉
事
務
所
長
／
保
健
師
が
健
康
診

査
等
に
お
い
て
支
援
が
必
要
と
判
断
し
た

場
合
、
関
係
部
署
等
と
連
携
し
て
適
切
な

指
導
や
情
報
提
供
を
行
う
な
ど
、
母
子
保

健
と
児
童
福
祉
の
両
面
か
ら
切
れ
目
の
な

い
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
令
和
四
年
の
改

正
児
童
福
祉
法
に
よ
り
、
令
和
六
年
四
月

か
ら
市
町
村
に
、６※
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

の
設
置
が
努
力
義
務
化
さ
れ
た
。
そ
の
た

め
、
今
後
は
同
セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
検
討

す
る
と
と
も
に
、
切
れ
目
の
な
い
支
援
体

制
の
一
層
の
充
実
を
目
指
し
て
い
く
。

問
教
育
現
場
に
お
け
る
チ
ャ
ッ
ト
Ｇ
Ｐ

Ｔ
等
の７※
生
成
Ａ
Ｉ
の
活
用
に
つ
い
て
、①

本
市
の
認
識
と
対
応
は
。
②
宿
題
・
自
己

学
習
に
お
け
る
保
護
者
と
の
ル
ー
ル
設
定

に
対
す
る
本
市
の
考
え
は
。

答
教
育
長
／
①
チ
ャ
ッ
ト
Ｇ
Ｐ
Ｔ
等
の

生
成
Ａ
Ｉ
に
つ
い
て
は
、
Ａ
Ｉ
に
よ
る
誤

回
答
や
、
成
果
物
が
Ａ
Ｉ
に
よ
り
作
成
さ

れ
た
も
の
か
否
か
を
見
分
け
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
こ
と
、
子
供
た
ち
の
創
造
性
へ

の
影
響
、
個
人
情
報
・
著
作
権
等
の
取
扱

い
な
ど
、
教
育
現
場
で
活
用
す
る
上
で
様

々
な
課
題
が
あ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

一
方
で
、
情
報
活
用
能
力
は
情
報
化
社
会

は
、
今
年
度
中
に
排
水
機
場
の
下
部
工
事

に
着
手
し
、
令
和
八
年
度
の
供
用
開
始
を

目
指
し
て
整
備
を
進
め
て
い
る
。

問
５※

準
用
河
川
の
氾
濫
リ
ス
ク
へ
の
対
応

策
は
。

答
建
設
部
長
／
市
内
の
常
襲
浸
水
地
域

に
お
け
る
水
害
の
発
生
要
因
を
分
析
し
、

地
域
や
河
川
の
特
性
に
応
じ
た
効
果
的
な

対
策
を
講
じ
る
ほ
か
、
短
期
的
な
水
位
低

減
対
策
と
し
て
、
し
ゅ
ん
せ
つ
を
実
施
し

て
い
く
。
ま
た
、
集
水
域
か
ら
氾
濫
域
に

わ
た
る
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
が
協
働
し
て
行

う
流
域
治
水
を
推
進
し
、
防
災
・
減
災
に

向
け
て
計
画
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

決
事
例
の
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、

家
庭
ご
み
の
清
掃
プ
ラ
ン
ト
へ
の
自
己
搬

入
の
無
料
化
に
つ
い
て
、
他
市
の
状
況
等

を
調
査
研
究
し
て
い
く
。

問
火
災
に
よ
り
発
生
し
た
廃
棄
物
を
清

掃
プ
ラ
ン
ト
へ
自
己
搬
入
で
き
な
い
被
災

者
へ
の
対
応
は
。

答
生
活
環
境
部
長
／
火
災
や
放
水
に
よ

り
被
害
を
受
け
た
布
団
や
家
具
な
ど
、
家

財
の
一
般
廃
棄
物
の
戸
別
回
収
は
行
っ
て

い
な
い
が
、
被
災
者
が
最
寄
り
の
埋
立
て

ご
み
集
積
場
所
に
分
別
排
出
し
、
そ
の
旨

の
連
絡
を
受
け
た
場
合
は
適
宜
回
収
す
る

な
ど
、
柔
軟
な
対
応
に
努
め
て
い
く
。

問
ふ
じ
の
く
に
ジ
ュ
ニ
ア
防
災
士
養
成

講
座
の
受
講
状
況
と
今
後
の
取
組
は
。

答
危
機
管
理
監
／
本
講
座
は
、
県
が
地

域
防
災
の
担
い
手
育
成
の
た
め
小
中
高
生

を
対
象
に
実
施
し
て
お
り
、
県
全
体
に
お

け
る
参
加
校
数
は
直
近
三
年
間
で
延
べ

五
百
七
十
九
校
、
こ
の
う
ち
本
市
の
参
加

校
数
は
延
べ
二
十
五
校
で
あ
る
。
受
講
者

数
は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も
受

講
者
の
さ
ら
な
る
拡
大
に
向
け
て
講
座
の

周
知
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
防
災
訓
練

等
に
お
い
て
ジ
ュ
ニ
ア
防
災
士
に
役
割
を

与
え
る
な
ど
、
地
域
に
浸
透
す
る
仕
組
み

づ
く
り
を
自
治
会
等
と
検
討
し
て
い
く
。

を
生
き
る
現
代
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
大

変
重
要
な
能
力
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後

国
が
策
定
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
、

本
市
に
お
け
る
活
用
方
法
を
検
討
し
て
い

く
。
②
家
庭
に
お
け
る
生
成
Ａ
Ｉ
の
利
用

に
つ
い
て
は
、
各
家
庭
の
判
断
に
任
せ
る

の
で
は
な
く
、
一
定
の
ル
ー
ル
づ
く
り
が

必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
今
後
は
、

本
市
の
対
応
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
保

護
者
や
生
徒
に
対
し
て
利
用
時
の
注
意
喚

起
を
行
う
ほ
か
、
研
修
等
に
よ
り
、
成
果

物
を
受
け
取
る
立
場
で
あ
る
教
職
員
の
生

成
Ａ
Ｉ
に
対
す
る
理
解
や
判
断
力
の
向
上

に
努
め
て
い
く
。

佐
藤
　
健
一
郎

梶
　
　
泰
久

大
草
　
　
満

渡
部
　
一
二
実

床上浸水被害が頻発している
大平地区への対策は

ごみ集積場所の使用に関する
トラブル解決策は

全ての子供の成長、発達のための
子育て支援体制は

チャットＧＰＴ等の生成ＡＩへの
教育現場の対応は

一 般 質 問市政について問う！
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問
沼
津
駅
周
辺
総
合
整
備
事
業
に
よ
り

新
た
に
生
ま
れ
変
わ
る
公
共
空
間
等
の
デ

ザ
イ
ン
に
対
す
る
認
識
は
。

答
市
長
／
沼
津
駅
周
辺
総
合
整
備
事
業

の
象
徴
と
し
て
整
備
さ
れ
る
沼
津
駅
と
そ

の
周
辺
は
、
単
な
る
鉄
道
の
玄
関
口
で
は

な
く
、
市
民
が
誇
り
や
愛
着
を
感
じ
、
観

光
や
仕
事
で
訪
れ
た
人
々
に
と
っ
て
も
印

象
に
残
る
よ
う
、
沼
津
ら
し
さ
を
取
り
入

れ
た
特
徴
的
な
公
共
空
間
に
し
た
い
と
考

え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
駅
舎
を
含
め
た

駅
前
広
場
や
高
架
下
の
公
共
空
間
は
、
市

民
や
来
訪
者
な
ど
多
く
の
人
々
が
集
い
、

憩
い
、
安
ら
ぎ
、
交
流
す
る
拠
点
と
し
て
、

問
子
供
食
堂
や
障
が
い
者
就
労
施
設
等

を
運
営
す
る
地
域
貢
献
団
体
等
と
空
き
家

所
有
者
と
を
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
地
域
貢
献

型
空
き
家
利
活
用
事
業
を
行
う
考
え
は
。

答
都
市
計
画
部
長
／
本
事
業
は
、
空
き

家
の
解
消
と
地
域
の
活
性
化
の
双
方
が
図

ら
れ
る
た
め
、
本
市
に
お
い
て
も
参
考
に

な
る
事
業
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
実

施
に
向
け
て
は
、
地
域
貢
献
団
体
が
希
望

す
る
条
件
に
合
う
空
き
家
を
見
つ
け
る
た

め
の
マ
ッ
チ
ン
グ
制
度
の
構
築
や
不
動
産

仲
介
業
者
等
と
の
連
携
が
必
要
と
な
る
。

今
後
は
官
民
連
携
に
よ
り
空
き
家
の
新
た

な
利
活
用
を
調
査
研
究
し
て
い
く
。

問
鉄
道
高
架
事
業
を
は
じ
め
と
す
る
沼

津
駅
周
辺
総
合
整
備
事
業
が
本
格
的
に
動

き
出
し
た
こ
と
に
伴
い
、
中
心
市
街
地
に

お
い
て
、
①
用
途
地
域
を
見
直
す
考
え
は
。

②
バ
ス
路
線
を
再
編
す
る
考
え
は
。

答
都
市
計
画
部
長
／
①
現
在
、
沼
津
駅

周
辺
総
合
整
備
事
業
の
進
展
と
合
わ
せ
、

中
心
市
街
地
を
ヒ
ト
中
心
の
空
間
へ
と
再

編
し
て
い
く
た
め
に
、
中
心
市
街
地
ま
ち

づ
く
り
戦
略
に
基
づ
く
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
い
る
。
本
戦
略
で
は
、
中
心
市
街
地

に
近
接
す
る
車
両
基
地
跡
地
に
つ
い
て
、

市
役
所
や
広
域
的
な
医
療
施
設
な
ど
、
公

共
公
益
施
設
の
立
地
可
能
性
を
検
討
す
る

問
六
月
二
日
の
大
雨
時
の
排
水
機
場
の

不
具
合
を
受
け
、
排
水
機
場
の
管
理
運
営

体
制
を
見
直
す
考
え
は
。

答
建
設
部
長
／
現
在
は
、
排
水
機
場
の

近
隣
住
民
に
操
作
を
依
頼
す
る
こ
と
で
、

災
害
時
に
お
け
る
迅
速
な
対
応
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
排
水
機
場
の
ポ
ン

プ
が
不
具
合
で
停
止
し
た
場
合
に
は
、
専

門
業
者
や
職
員
が
現
地
に
赴
い
て
手
動
で

稼
動
さ
せ
る
体
制
を
取
っ
て
い
る
。
今
回

の
排
水
機
場
の
ポ
ン
プ
の
停
止
に
つ
い
て

は
、
検
証
結
果
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、

操
作
員
の
体
制
の
在
り
方
を
調
査
研
究
し

て
い
く
。

と
し
て
い
る
。
今
後
、
土
地
区
画
整
理
事

業
の
進
捗
や
市
民
ニ
ー
ズ
な
ど
を
見
極
め

な
が
ら
、
用
途
地
域
の
変
更
の
必
要
性
を

検
討
し
て
い
き
た
い
。
②
本
事
業
に
よ
り
、

南
北
の
市
街
地
が
一
体
化
さ
れ
る
と
と
も

に
、
都
市
計
画
道
路
や
高
架
側
道
が
整
備

さ
れ
る
こ
と
で
、
中
心
市
街
地
と
そ
の
周

辺
地
域
は
、
快
適
な
街
路
空
間
で
行
き
来

が
可
能
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
バ
ス
路
線

の
再
編
や
新
た
な
モ
ビ
リ
テ
ィ
を
活
用
し

た
移
動
手
段
の
充
実
を
図
り
、
中
心
市
街

地
と
各
地
域
拠
点
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

強
化
し
、
市
民
や
来
訪
者
の
利
便
性
の
向

上
に
努
め
て
い
く
。

問
防
災
拠
点
で
あ
る
市
庁
舎
は
洪
水
時

の
浸
水
想
定
が
最
大
三
メ
ー
ト
ル
で
あ
る

が
、
非
常
時
の
各
設
備
の
浸
水
対
策
は
。

答
財
務
部
長
／
本
市
で
は
、
水
道
水
受

水
槽
・
受
変
電
設
備
を
庁
舎
地
下
に
、
非

常
用
発
電
機
を
地
下
及
び
屋
上
に
設
置
し

て
い
る
。
浸
水
対
策
と
し
て
、
地
下
設
備

の
移
設
や
非
常
用
電
源
稼
働
の
た
め
の
備

蓄
燃
料
の
増
量
を
検
討
し
て
い
る
が
、
庁

舎
の
ス
ペ
ー
ス
や
構
造
等
の
課
題
か
ら
、

い
ま
だ
整
備
に
至
っ
て
い
な
い
。
引
き
続

き
、
非
常
用
電
源
の
確
保
や
浸
水
対
策
な

ど
、
発
災
時
の
業
務
継
続
性
の
確
保
に
向

け
た
検
討
を
進
め
て
い
く
。

小
澤
　
　
隆

小
泉
　
宣
子

井
原
　
三
千
雄

山
下
　
富
美
子

鉄道高架で新たに生まれ変わる
公共空間等のデザインは

地域貢献型空き家利活用事業を
実施する考えは

鉄道高架事業の進展に合わせ
用途地域を見直す考えは

排水機場の管理運営体制を
見直す考えは

一 般 質 問市政について問う！

問
本
市
西
部
地
域
の
常
襲
浸
水
地
域
に

お
け
る
浸
水
被
害
軽
減
の
た
め
の
対
策
は
。

答
建
設
部
長
／
激
甚
化
・
頻
発
化
す
る

水
災
害
に
備
え
る
た
め
、
県
と
市
が
主
体

と
な
り
、
令
和
四
年
十
二
月
に
沼
川
（
高

橋
川
）
流
域
治
水
協
議
会
を
立
ち
上
げ
、

沼
川
（
高
橋
川
）
水
災
害
対
策
プ
ラ
ン
の

策
定
を
進
め
て
い
る
。
具
体
的
な
対
策
と

し
て
は
、
排
水
機
場
の
増
強
や
井
戸
川
雨

水
貯
留
池
の
整
備
等
を
進
め
る
ほ
か
、
東

部
前
川
の
し
ゅ
ん
せ
つ
を
継
続
的
に
実
施

す
る
。
ま
た
、
沼
川
新
放
水
路
の
早
期
完

成
に
向
け
、
今
後
も
国
・
県
に
対
し
強
く

要
望
し
て
い
く
。

利
便
性
と
デ
ザ
イ
ン
性
を
兼
ね
備
え
た
公

共
空
間
と
な
る
よ
う
、
市
民
や
有
識
者
等

の
意
見
を
踏
ま
え
検
討
し
て
い
く
。

問
市
役
所
業
務
に
お
け
る
チ
ャ
ッ
ト
Ｇ

Ｐ
Ｔ
の
活
用
に
対
す
る
考
え
は
。

答
政
策
推
進
部
長
／
現
在
、
チ
ャ
ッ
ト

Ｇ
Ｐ
Ｔ
を
業
務
で
活
用
す
る
上
で
の
有
効

性
や
課
題
等
を
整
理
・
検
証
す
る
た
め
実

証
試
験
を
実
施
し
て
い
る
。
今
後
、
そ
の

結
果
を
踏
ま
え
、
ど
の
よ
う
な
業
務
で
の

活
用
が
効
果
的
で
あ
る
か
を
評
価
す
る
と

と
も
に
、
継
続
的
に
使
用
す
る
場
合
は
評

価
結
果
を
庁
内
で
共
有
し
、
業
務
の
効
率

化
を
図
っ
て
い
く
。
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問
昭
和
四
十
九
年
に
本
市
が
清
水
町
外

原
区
長
等
と
交
わ
し
た
ご
み
処
理
施
設
建

設
に
係
る
覚
書
の
附
属
文
書
に
つ
い
て
の

認
識
は
。

答
生
活
環
境
部
長
／
令
和
四
年
八
月

二
十
五
日
に
中
間
処
理
施
設
整
備
事
業
に

係
る
住
民
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
令
和
五
年

五
月
二
十
五
日
に
第
一
回
口
頭
弁
論
が
行

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
本
覚
書
な
ど
が

争
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況

に
お
い
て
は
、
裁
判
の
中
で
本
市
の
見
解

認
識
等
に
つ
い
て
主
張
を
行
っ
て
い
く
も

の
と
考
え
て
お
り
、
今
後
の
訴
訟
へ
の
影

響
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
は
差

問
市
制
百
周
年
を
迎
え
る
本
市
に
お
い

て
、
人
口
減
少
問
題
は
避
け
て
は
通
れ
な

い
課
題
だ
と
考
え
る
が
、
①
第
二
期
沼
津

市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略

の
現
時
点
に
お
け
る
目
標
の
達
成
状
況
と

評
価
は
。
②
本
市
の
人
口
減
少
に
対
す
る

認
識
と
今
後
の
取
組
は
。

答
市
長
／
①
本
総
合
戦
略
の
数
値
目
標

の
う
ち
、
新
規
に
創
出
し
た
従
業
者
数
や

年
間
企
業
立
地
件
数
、
沼
津
し
ご
と
応
援

事
業
に
よ
り
市
内
企
業
に
就
職
し
た
数
、

保
育
所
入
所
待
機
児
童
数
に
お
い
て
良
化

が
見
ら
れ
て
お
り
、
目
標
達
成
に
向
け
た

成
果
が
現
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

問
原
地
区
の
水
害
時
の
乗
用
車
等
の
避

難
場
所
と
し
て
本
市
施
設
を
開
放
す
る
考

え
は
。

答
危
機
管
理
監
／
乗
用
車
等
に
つ
い
て

は
、
所
有
者
自
ら
が
避
難
場
所
を
確
保
す

る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
り
、
気
象
情
報
や

避
難
情
報
等
に
注
意
し
、
道
路
等
が
冠
水

す
る
前
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
基
本
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地

理
的
条
件
等
に
よ
り
、
移
動
先
の
確
保
が

難
し
い
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、

関
係
機
関
で
協
議
・
検
討
を
進
め
て
い
く
。

問
災
害
対
策
に
お
け
る
自
治
会
と
の
連

携
に
対
す
る
取
組
は
。

問
平
和
教
育
に
対
す
る
本
市
の
認
識
と

今
後
の
取
組
は
。

答
教
育
長
／
教
育
現
場
に
お
け
る
平
和

教
育
は
、
過
去
の
悲
惨
な
歴
史
的
事
実
や

世
界
の
現
状
を
学
ぶ
こ
と
で
、
平
和
に
つ

い
て
考
え
る
機
会
と
な
り
、
児
童
生
徒
の

平
和
に
対
す
る
意
識
の
醸
成
に
つ
な
が
る

も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
今
後
も
平
和
を

考
え
る
小
中
学
生
作
文
集
の
取
組
や
、
総

合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
け
る
戦
争
体
験

者
の
講
話
、
一
人
一
台
端
末
を
活
用
し
た

学
習
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
、

引
き
続
き
平
和
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

問
大
雨
や
台
風
の
た
び
に
河
川
流
域
か

答
危
機
管
理
監
／
災
害
時
に
お
け
る
行

政
の
公
助
に
は
限
界
が
あ
り
、
自
助
・
共

助
が
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
毎
年
実
施

し
て
い
る
地
域
防
災
訓
練
や
地
域
の
自
治

会
と
学
校
が
参
加
す
る
防
災
教
育
連
絡
会

議
等
に
お
い
て
、
各
自
治
会
と
平
時
か
ら

協
力
・
連
携
体
制
を
築
き
、
防
災
備
蓄
品

等
の
事
前
の
備

え
や
発
災
後
の

連
絡
体
制
な
ど

に
つ
い
て
、
引

き
続
き
、
協
議
・

検
討
を
進
め
て

い
く
。

ら
流
れ
着
く
流
木
等
の
大
量
の
海
岸
漂
着

物
に
対
す
る
本
市
の
対
応
は
。

答
産
業
振
興
部
長
／
海
岸
漂
着
物
に
対

し
て
は
、
狩
野
川
流
域
を
は
じ
め
、
各
河

川
流
域
の
内
陸
か
ら
沿
岸
に
わ
た
る
地
域

が
一
体
と
な
っ
て
対
策
を
講
じ
る
必
要
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
流
域
に
関
わ
る
関
係
機

関
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
、
出
水
に
よ
る
漂

着
物
対
策
東
部
地
区
調
整
会
議
に
お
い
て
、

情
報
の
共
有
や
住
民
へ
の
啓
発
活
動
及
び

清
掃
活
動
を
行
っ
て
き
た
。
今
後
も
本
調

整
会
議
を
通
じ
て
全
て
の
地
域
が
一
体
と

な
っ
た
対
策
を
継
続
し
、
漂
着
物
の
処
理

と
減
量
に
努
め
て
い
く
。

江
本
　
浩
二

川
口
　
　
慶

大
場
　
豪
文

髙
橋
　
秀
子

ごみ処理施設建設に係る
覚書についての認識は

本市の人口減少に対する考えは

水害時の乗用車等の避難対策は

本市の平和教育の取組は

一 般 質 問市政について問う！

し
控
え
る
。

問
公
文
書
管
理
の
意
義
と
重
要
性
に
対

す
る
認
識
は
。

答
生
活
環
境
部
長
／
本
市
の
公
文
書
は
、

沼
津
市
文
書
管
理
規
程
に
基
づ
き
、
全
て

正
確
か
つ
迅
速
に
取
り
扱
い
、
常
に
整
理

し
て
、
事
務
の
効
率
的
な
運
営
を
確
保
す

る
よ
う
に
努
め
、

処
理
後
の
保
管

及
び
保
存
を
適

正
に
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
認
識
し

て
い
る
。

②
沼
津
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
人

口
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
、
二
〇
二
〇
年
に
十
九

万
八
百
十
九
人
の
人
口
を
確
保
す
る
と
し

て
い
た
が
、
令
和
二
年
国
勢
調
査
人
口
等

基
本
集
計
に
よ
る
と
、
令
和
三
年
十
月
一

日
現
在
の
人
口
は
十
八
万
九
千
三
百
八
十

六
人
で
あ
っ
た
。
全
国
的
に
少
子
高
齢
化

が
進
む
中
、
本
市
に
お
い
て
も
人
口
の
減

少
傾
向
が
続
い
て
い
る
が
、
定
住
人
口
の

確
保
は
、
ま
ち
の
活
力
を
支
え
る
上
で
重

要
な
課
題
だ
と
認
識
し
て
お
り
、
今
後
も

第
二
期
沼
津
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
総
合
戦
略
に
掲
げ
る
諸
施
策
を
推
進
し
、

人
口
減
少
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

▲�建て替えが予定されて
いるごみ処理施設

▲大雨により原地区等で
�　深刻な浸水被害が発生した

・
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用 語 解 説
※１　アドベンチャーツーリズム（P.４）
アクティビティ、自然、文化体験の３要素のうち、２
つ以上で構成される旅行のこと。

※５　準用河川（P.５）
１・２級河川以外で市町村長が指定した
河川のこと。本市では大平江川、井戸川、
塚田川などがある。

※４　電子市役所（P.４）
パソコンやスマートフォンからオンラインで行政手続
きができるサービスのこと。

※２　雑がみ（P.４）
お菓子や贈答品の紙箱、ティッシュの箱、紙袋、カレ
ンダーやポスター、ラップやトイレットペーパーの芯、
包装紙、はがきなど、リサイクルできる紙のこと。

※６　こども家庭センター（P.５）
妊産婦や乳幼児の保護者の相談を受ける「子育て世代
包括支援センター」と、虐待や貧困などの問題を抱え
た家庭に対応する「子ども家
庭総合支援拠点」を一体化し、
全ての妊産婦・子育て世帯・
子供に対する総合的な相談支
援等を行う機関のこと。

※３　Ｘ
くろす
－Ｔ

てっく
ｅｃｈ　ＮＵＭＡＺＵ（P.４）

地域の特性や資源を踏まえながら、まちづくりにＩＣ
Ｔ等の先端技術を活用した「沼津版スマートシティ」
を実現するためのプロジェクトのこと。 ※７　生成ＡＩ（P.５）

人工知能（ＡＩ）の一種で、あらかじめ学習したデー
タを基に、コンピューターが新しいデータ等をアウト
プットできる技術のこと。言語処理、画像生成、音声
合成など多くの分野で急速に発展している。

インボイス制度の実施延期を求める意見書を政府に送付することを求める請願
　本定例会に提出された請願第１号�「インボイス制度の実施延期を求める意見書を政府に送付すること
を求める請願」は、付託された総務委員会で審査され、その後、本会議において不採択と決しました。

　国や地方公共団体等に意見や要望
を述べるものです。提出には紹介議
員を必要とします。

　特定の事項につい
て利害関係のあるも
のが、市議会にその
実情を訴え、措置を
要望することです。

■対象者
誰でも
　（日本人、外国人、法人など）
■受　付
請願書を各定例会の招集告示日（定
例会開会の 7日前）までに議長に
提出してください。
請願の趣旨に賛意を持つ紹介議員の
署名または記名押印が必要です。
■議会での対応
所管の委員会で請願内容を審査し、
本会議で採択・不採択を決定します。

■受　付
陳情書を所管の委員会が開催され
る３日前までに議長に提出してく
ださい。
■議会での対応
本会議において陳情文書表を配付
し、委員会において陳情内容を検
討します。採択・不採択の決定は
行いません。

市民の皆さんの意見・要望を市政へ反映させる方法として、請願書や陳情書を提出する制度があります。

請　願 陳　情

※請願・陳情の詳細は議会事務局にお問い合わせください。

請願者 執行機関

要望を議会に届けよう請願・陳情の
御案内

■請願審査の基本的な流れ

本会議にて議決
採択・不採択

本会議にて審査結果報告

委員会にて審査

本会議に上程・委員会付託

議長が受理

請願書の提出

結果通知 送付
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委員会レポート　建設水道委員会にて審査

主な改正内容
　●�災害を発生させるおそれが大きい盛土等を「特定盛

土等」として定義
　●�特定盛土等により人家等に被害を及ぼし得る区域を

規制区域に指定し、区域内での盛土等を許可制に
　●土地の所有者などの管理責任の所在を明確化
　●�罰則を強化（個人の場合、３年以下の懲役または

1,000万円以下の罰金。法人の場合、３億円以下の
罰金）

主な改正内容
　●�面積 1,000㎡以上または土量 1,000㎥以上の盛土

等について許可制を導入
　●環境保全のための基準（土砂基準等）を規定
　●適正管理のための定期的な報告を義務付け
　●�人的被害のおそれがある場合は、土砂等搬入禁止区

域を指定
　●�罰則を強化（２年以下の懲役または 100 万円以下

の罰金）

委員会
レポート

「沼津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を全部改正

「宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：
盛土規制法）」として令和５年５月から施行

「静岡県盛土等の規制に関する条例」とし
て令和４年７月から施行

「沼津市盛土等の規制に関する条例」として令和５年10月から施行

「沼津市盛土等の規制に関する条例」を制定
　令和３年７月に熱海市で発生した土石流災害を受け、国・県がそれぞれ盛土を規制する
法律や条例を整備しました。これを受けて、本市においても県条例との整合を図り、適用
範囲を補完し、盛土等に関する規制内容を強化するため、条例の改正が行われることとな
り、本定例会に議案として上程され、建設水道委員会において審査しました。
　ここでは、その内容をお知らせします。

これまでの「宅地造成等規制法」を改正

これまでの盛土規制に関する「沼津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を全部改正

これまでの「静岡県土採取等規制条例」から分割国

市

県

主な改正内容
　目的の明確化
　　●目的に「市民の生命、身体及び財産を保護する」を追加
　用語の定義
　　●盛土等の定義を「盛土、埋立てその他土地への土砂等の堆積」とする
　　●事業主の定義を「自ら事業を行う土地の所有者または事業を行う権限を有する者」とする
　責務の明確化
　　●市、事業主等、土地所有者等、土砂等を発生させる者、土砂等を搬入する者の責務を規定
　適用範囲の拡大（県条例の規制の及ばない小規模な盛土等を規制）
　　●適用範囲をこれまでの市街化調整区域における事業から、市内全域における事業に拡大
　　　併せて県条例の許可に係る事業を適用除外とする
　　●対象を、事業区域の面積が 500㎡以上 1,000㎡未満かつ盛土等の高さが１m以上の事業
　　　または土砂等の量が 500㎥以上 1,000㎥未満の事業とする
　事前周知の義務化
　　●事業を行おうとする者は、事前に周辺住民等に対して
　　　説明会等により、事業内容を周知しなければならない
　報告の義務化
　　●事業主は土砂等管理台帳の写しを添えて、事業に用い
　　　られた土砂等の量を市長に報告しなければならない
　改善措置の勧告の発出
　　●必要に応じて土地所有者等に、災害防止のために必要
　　　な改善措置を取るよう勧告することができる
　罰則を強化（地方自治法の上限に引上げ）
　　●２年以下の懲役または 100万円以下の罰金

規制を強化して規制を強化して

土量(㎥)

面積(㎡)

1,000～

1,000～

500

500
0

〈県条例と市条例の適用範囲〉

県条例の適用県条例の適用
（知事の許可）（知事の許可）

市条例の適用市条例の適用
（市長の許可）（市長の許可）
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５月22日から26日までの５日間ににわたり開かれた第1回臨時会の内容を、６月15日号（臨
時号）に引き続きお知らせします。

主な議案一覧
議　案　名 内　　　　容 議決結果

予　
算

議第 33号
令和 5年度沼津市一般会計補正予
算（第 4回）

■ 7 億円を追加し、予算総額は 813 億 3,624 万円となります
追加するものは、価格高騰緊急支援給付金支給事業費 7億円で、財源としては、
国庫補助金をもって充てるものです。

可決

発　
議

発議第３号
沼津駅鉄道高架とまちづくり特別
委員会の設置

■議員 23 人から、委員会の設置が発案されました
沼津駅周辺総合整備事業の中核をなす鉄道高架事業の整備を推進するととも
に、魅力ある中心市街地のまちづくりの実現に向け、鉄道高架事業に関する
調査研究及び要望活動等を行うため、特別委員会を設置するものです。

可決

☆このほかの議案については、沼津市議会のホームページを御覧ください。

会派別　賛否が分かれた議案一覧

議　案　名

議
決
結
果

志
政
会

沼
津
志
帥
会

市
民
ク
ラ
ブ

公
明
党

虹

の

会

日
本
共
産
党

沼
津
市
議
団

未
来
の
風

（7） （7） （5） （3） （2） （2） （2）

発
議 発議第３号 沼津駅鉄道高架とまちづくり特別委員会

の設置 可決 〇 〇 〇 〇 〇 × ×

〇＝賛成　×＝反対　　※（　）内は所属議員数

沼津市議会 検索

▲所信表明会で演説する立候補者

　臨時会開会日に行われた正副議長選挙は立候補制で行われ、
議長選挙、副議長選挙にそれぞれ1人ずつ立候補の届出があり
ました。
　選挙に先立ち所信表明会が実施され、立候補者が演説を行い
ました。

　沼津市議会は大正12年（1923年）9月に第１回の市議会を開
催してから、令和5年（2023年）で100周年を迎えます。
　これを記念して歴代の「ぬまづ市議会だより」を展示します。
ぜひお越しください。

正副議長選挙では所信表明会を行いました

第１回臨時会　開催

歴代の「ぬまづ市議会だより」を展示します

と　き　令和５年９月25日（月）～29日（金）
ところ　市役所１階�多目的スペース
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政務活動費の領収書等をホームページで公開しています開かれた議会へ

政務活動費とは
議員の調査研究その他の活動の経費の一部として、議員または会派に対し交付されるものです。
沼津市議会では、条例により、会派に対し交付され、会派所属議員一人当たり年額�48�万円です。

ホームページ公開資料
〇収支報告書　〇支出明細書　〇支出伝票　〇領収書　
〇行政視察・研修参加等申請書　〇行政視察・研修参加等報告書

駿豆学園管理組合議会議員の選出について

　駿豆学園は、伊豆市にある障がい者支援施設で、施設の管理組合
は沼津市を含む９市町で構成されています。
　駿豆学園管理組合規約により、本施設の組合議会議員を構成市町
の長及び議員から選挙することとなっており、このたび、駿豆学園
管理組合議会議員として本市議会から�小泉宣子�議員が選出されま
した。

会派とは、議会の中で、同じ主義・主張を持つ２人以上の議員のグループのことをいいます。

会派別名簿
（令和５年８月１日現在）

志政会

〇浅原　和美 　井原三千雄 　小澤　　隆
　加藤　明子 　佐野　博一 　髙橋　達也
　渡邉　博夫

沼津志帥会

〇植松　恭一 　浅田美重子 　大川敬太郎
　久保田吉光 　堤　　飛鳥 　尾藤　正弘
　村木　　豊

市民クラブ

〇梶　　泰久 　大草　　満 　佐藤健一郎
　深田　　昇 　渡部一二実

公明党

〇長田　吉信 　片岡　章一 　小泉　宣子

虹の会

〇大場　豪文 　平野　　謙

日本共産党沼津市議団

〇川口　　慶 　髙橋　秀子

未来の風

〇江本　浩二 　山下富美子
〇は代表者、以下五十音順
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私
に
は
か
っ
こ
よ
く
て
憧
れ
て
い
る
一
つ
の

夢
が
あ
る
。そ
れ
は
看
護
師
に
な
る
こ
と
だ
。

憧
れ
を
持
ち
始
め
た
の
は
中
二
の
時
だ
。
前
か

ら
少
し
興
味
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
あ
る
番
組
で

活
躍
す
る
姿
を
見
て
「
私
も
人
の
た
め
に
働
き

た
い
。少
し
で
も
多
く
の
幸
せ
を
作
り
た
い
。」

と
の
思
い
が
固
ま
っ
た
。
今
ま
で
の
私
は
、
血

液
が
す
ご
く
苦
手
で
医
療
に
関
わ
る
こ
と
は
絶

対
に
し
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
だ
が
、
そ

れ
よ
り
も
人
を
助
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
と

て
も
大
き
い
。
ま
だ
苦
手
は
克
服
し
て
い
な
い

が
、
夢
の
た
め
に
、
私
は
た
く
さ
ん
の
努
力
と

強
い
情
熱
を
注
い
で
い
き
た
い
。

苦
手
を
越
え
る
大
き
な
気
持
ち

「
あ
り
が
と
う
」
す
べ
て
の
人
が
気
兼
ね
な
く

使
っ
て
い
る
こ
の
言
葉
は
人
の
生
き
方
を
変
え

る
と
て
も
す
ご
い
言
葉
だ
と
思
う
。
私
が
一
年

生
の
時
の
部
活
動
で
の
目
標
は
「
あ
た
り
ま
え

を
大
切
に
」
だ
っ
た
。
私
は
三
年
生
に
な
っ
た

今
で
も
、
こ
の
言
葉
を
忘
れ
た
こ
と
は
な
い
。

今
、
部
活
動
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
で
き
て
い

る
。
当
た
り
前
に
部
活
動
が
で
き
る
の
は
両
親

や
先
生
方
、
先
輩
や
後
輩
、
そ
の
他
の
多
く
の

方
々
が
支
え
て
く
だ
さ
る
か
ら
だ
。
私
は
こ
れ

か
ら
も
、
当
た
り
前
を
当
た
り
前
だ
と
思
わ
ず

に
、
い
つ
も
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
な
い
よ
う

に
生
活
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

す
べ
て
の
人
に
感
謝
を

ぼくとわたしの

ゆめ
たから
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索

　６月定例会の開会前に、沼津市民のまちづくりの
規範として制定された沼津市民憲章を、本会議場で
唱和しました。

　５月１日に任期満了となった前議長の浅原和美議
員に対し、感謝状を贈呈することが６月9日の本会
議において、全員一致で可決され、議会から感謝状
が贈られました。

　７月7日に原小学校の６年生79人が、また、7月18日
には金岡小学校の6年生101人が、校外学習の一環とし
て本会議場を見学し、市議会について勉強しました。
　普段は立ち入ることのできない議員席で、市議会の仕
組みや議員の仕事について職員から説明を受けると、子
供たちは熱心にメモをとっていました。その後、議会の
役割などに関するさまざまな質問がありました。

沼津市民憲章を
唱和しました

前議長に感謝状を贈呈

小学生が議場を見学しました！

議会だより次回発行予定　令和５年12月１日

議会だより編集委員会

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

▲左から久保田副議長、浅原前議長、髙橋議長

愛鷹中学校
　　　　　３年
鈴
すず

木
き

	あむさん

大平中学校
３年
稲
いな

村
むら

	陽
よう

さん

委 員 長 久保田吉光 委 員 髙橋　秀子 委 員 堤　　飛鳥 委 員 大草　　満
副委員長 平野　　謙 委 員 井原三千雄 委 員 山下富美子 委 員 片岡　章一
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